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取組詳細 

取組概要 

「三重県・三重大学 みえ防災・減災センター」において実施する人材育成・活用事

業、地域・企業支援事業、情報収集・啓発事業、調査・研究事業を通じて、県内の防災・

減災対策を推進します。 

 

  担当課 防災対策部 防災企画・地域支援課 

事業概要 

細事業名 「みえ防災・減災センター」事業費 
区

分 
継続 

施策 111 災害から地域を守る自助・共助の推進 

基本事業 11101 多様な主体が連携した防災活動の促進 

根拠 

（法令等） 

三重県防災対策推進条例 

三重県防災・減災対策行動計画 

予

算

額

等 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

予算額      

決算額      

事業の目的 

「みえ防災・減災センター」では、市町や企業、県内他大学の参画を進めるとともに、他

県や国の研究機関等とも連携するハブ機能を充実させること、また、県内外の活用できる

リソースを集結するシンクタンク機能を担うことで、地域の防災力を高めます。 

 

事業目標 

防災人材の育成と活用、地域や企業への支援、防災資料の収集と情報発信・啓発、防災に

関する調査研究等を行うことで、県全体の地域防災力の向上を図ります。 

前年度から

の変更点 

 令和２年 7 月豪雨で課題となった社会福祉施設の実効ある避難対策の促進や避難所にお

ける新型コロナウイルス感染症対策、県民の防災意識の醸成と啓発事業の強化など、近年

の防災課題に的確に対応していくための事業に注力して取り組みます。 

事業の必要

性と期待さ

れる効果 

行政と大学が一体となった「みえ防災・減災センター」という枠組みにおいて、市町職員

を対象とした研修や、相談窓口の設置、アーカイブの構築、みえ防災・人材バンクの運用

などの事業を展開しています。 

「三重県防災・減災対策行動計画」をふまえ、喫緊の課題解決に向けた取組について、市

町や企業等を支援することにより、「防災の日常化」の定着を推進します。 

引き続きセンターの防災ハブ機能・シンクタンク機能の強化を図ることにより、より多く

の市町・機関や団体のセンターへの参画を促し、地域防災力の向上につなげていきます。 

令和３年度事業マネジメントシート（事務事業） 
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取組内容等 

 

「みえ防災・減災センター」事業       25,361千円（25,361千円） 

１ 人材育成・活用事業 

（１）みえ防災塾の開催 

① 応用コース さきもり応用コース 

防災・減災に関する専門知識と実践力を身につけ、地域づくりに貢献する人材を養成します。 

② 基礎コース みえ防災コーディネーター育成講座 

さきもり応用コースを受講するきっかけづくりと、地域等の防災活動に貢献することを目的として、

防災・減災に関する基礎的な学習を行い、みえ防災コーディネーターを育成します。 

 

（２）専門講座の開催 

① 市町職員向け研修 

市町職員を対象として、実際の業務に活用することができる知識・技能の習得を目的とします。 

② 自主防災組織リーダー研修 

地域の防災リーダーである自主防災組織のリーダーを対象として、地域での取り組みに結びつける

ための研修を実施します。 

③ 専門職防災研修 

医療・看護、保健・福祉・介護分野で活躍する専門職を持つ人材を対象として、それぞれの業務の

中で防災の知識を活用してもらうための研修を実施します。 

 

（３）防災人材の活動支援 

① みえ防災人材バンク登録者を、市町等の防災活動の支援に活用します。 

② みえ防災人材バンク登録者を対象として、支援の技術・能力向上のためのフォローアップ研修を実

施します。 

③ みえ防災コーディネーターや三重のさきもり等、これまで育成してきた人材が地域等でより一層活

躍することができるよう、育成した人材のネットワークであるみえ防災コーディネーター連絡会、

さきもり倶楽部の運営支援を行います。 

 

２ 地域・企業支援事業 

（１）相談窓口の運営 

地域や企業の防災関係の取組支援を行うため、相談窓口を運営し、電話や直接の来訪等への対応を行 

います。 

 

（２）みえ企業等防災ネットワークの運営 

みえ企業等防災ネットワークの会員が、防災に関する知識の習得や会員相互の交流・相互理解・協力

が円滑に進むよう事務局としてネットワークの運営を支援する。また、地域別企業等防災研修の企画・

実施を行います。 
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（３）DONET研究会の運営 

「DONET」を活用した津波予測・伝達システムを県内の津波防災対策に役立てるため、県、大学、 

防災科学技術研究所が参画する研究会の運営を行います。 

 

（４）地域防災研究会の運営 

市町、県地域防災総合事務所・地域活性化局等の防災担当職員の意見交換、情報共有の場として、 

地域防災研究会を運営します。 

 

（５）地区防災計画作成促進事業 

  地区防災計画の策定促進に向けて、地域の災害リスクや課題をふまえた対策や、避難行動要支援者

の支援対策について、取組を進めます。 

 

（６）風水害避難対策強化事業(2,450千円) 

令和 2 年 7 月豪雨で社会福祉施設において多くの入所者が犠牲となったことを教訓として、災害

リスクが高い場所に立地している社会福祉施設の避難に関するモデルケースを構築し、適切な避難

実施に向けた取組を推進します。 

 事業の実施にあたっては、地域の特性などを考慮してモデルとなる施設を選定し、当該施設の避難

計画の実効性等を調査したうえで、行政（県・市町）、地域、施設で構成する「地域調整会議（仮称）」

を設置し、地域との連携体制や避難手順、訓練状況等を検証したうえでモデルケースを構築して、各

施設の避難対策の強化に活かしていきます。 

また、災害リスクのある地区や施設の情報をデジタル地図にマッピングすることで、市町と連携し、

避難を円滑に行うための事前対策の検討や災害時の対応に活用します。 

 

（７）避難所アセスメント事業(4,162千円) 

  「新たな生活様式」に対応した避難所運営をめざし、避難所運営訓練などを通じて、感染対策や避 

難所運営の有識者などによる避難所アセメントを実施します。 

感染症や避難所運営の有識者などでアセスメントチームを構成し、避難所での感染防止用資機材の

適切な使用やゾーン分けなどについて評価を行い、市町別の避難所カルテを作成し、研修会も開催し

ます。  

また、作成した避難所カルテに基づき、防災技術指導員が各市町の水平展開を支援するとともに、

アセスメントの結果必要となる資機材等は地域減災力強化推進補助金により財政支援を行います。 

 

３ 情報収集・啓発事業  

（１）みえ防災・減災アーカイブの運用、拡充 

三重県内における防災・減災に関するさまざまな情報を、防災学習や防災対策、防災研究を目的とし

て、住民や自治体、公的機関等が保有する情報を収集し、適切な権利処理を行い、一般に公開します。 
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① 利活用の促進 

利活用の促進に軸足を置き、地域で市町や教育機関、児童館などと連携を図り、活用事例を作成し、

使いやすい環境づくりを行い、利活用促進に向けた取組を行っていきます。 

 

② 情報収集 

地域に設置されている地震・津波の碑や個人で収集している被災写真などの画像データなどを引き

続き収集し、コンテンツを拡充します。 

 

（２）シンポジウム等のイベントの開催 

「紀伊半島大水害 10年」プロジェクト（3,049千円） 

みえ風水害対策の日（9月 26日）、みえ地震・津波対策の日（12 月 7日）に合わせて、県民に防災に

ついて身近に感じてもらうためのシンポジウム等を企画・実施します。 

特に令和３年度は紀伊半島大水害から 10 年目の節目を迎えることから、「紀伊半島大水害 10 年プロ

ジェクト」として、三重県総合防災訓練や紀伊半島大水害で大きな被害を受けた和歌山県や奈良県とも

連携して開催します。シンポジウムでは「-紀伊半島大水害 10 年を迎えて-地域の風水害対策を考える

（仮）」をテーマとして、基調講演の後、紀宝町の地域防災の取組などのほか、隣接している奈良県、和

歌山県からの取組についても紹介し、各県のイベントや式典とも連携して開催します。 

また、当日の模様についてより多くの方に見ていただけるよう、オンラインでの配信などを行うとと

もに、当日の模様を撮影・映像編集し、みえ防災・減災センターの HPで公開を予定しています 

 

（３）防災啓発資料の作成 

  住民の防災意識の向上を図るための啓発資料を作成し、人材育成・活用事業や啓発事業において活用

します。 

 

４ 調査・研究事業  

（１） 災害に関する三重県内の地域課題の解決に資する調査研究 

「南海トラフ地震に関する調査研究」、「風水害に関する調査研究」、「家庭における耐震対策を促進す

るための調査研究」などをテーマとして、大学教員と行政職員が一体となり研究を実施します。 
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○社会福祉施設の避難確保計画の作成状況・・・約５１％（５３８／１，０６１施設）

○計画に基づく避難訓練の実施状況・・・約１２％（１２４／１，０６１施設）

令和３年度 みえ防災・減災センター事業費
風水害避難対策強化事業

平成30年7月豪雨の課題

○記録的な大雨により河川氾濫や土砂
災害が相次ぎ、多数の犠牲者が発生

⇒高齢者等要配慮者の避難が遅れた。

【課題】
①「防災」と「福祉」の連携が必要
②地域の防災力（「共助」）が必要

国検討会
「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するWG」

令和2年7月豪雨の課題

○熊本県球磨川流域の社会福祉施設が
被災し、多数の犠牲者が発生

⇒被災施設は避難確保計画を策定し、

訓練も実施していた。

【課題】
③施設の避難の課題を確認した上で、

避難の実効性を高める方策が必要
国検討会「令和2年7月豪雨高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」

三重県の状況（令和２年１月現在） ※水防法に基づく

・災害リスクのある地区や施設の情報をデジタル地図にマッピング。
・市町と連携し、避難を円滑に行うための事前対策の検討や災害
時の対応に活用。

県関係部局が連携して市町の取組を支援し、各地域・施設
における避難対策の強化を促進！

風水害避難対策強化事業の概要（案）

２．避難を適切に実施するためのモデルケースの構築

１．孤立可能性施設等精査とマッピング

・行政（県・市町）、地域（自主防災組織及び消防団）、モデル施設
で構成する「地域調整会議（仮称）」を設置。

・同会議を通じて、地域との連携体制や避難手順、訓練状況等を検証
したうえで、モデルケースを構築。
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  担当課 防災対策部 災害対策課 

事業概要 

細事業名 避難行動促進事業費 
区

分 
新規 

施策 111 災害から地域を守る自助・共助の推進 

基本事業 11102 県民の適切な避難行動を促進するための防災情報の提供 

根拠 

（法令等） 

三重県防災・減災対策行動計画 

予

算

額

等 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

予算額      

決算額      

事業の目的 

 台風や集中豪雨など大規模な風水害の発生に備え、ＳＮＳやＡＩ技術を活用し、これま

で以上に有効な防災情報の収集・提供や、県民が家族や関係者からの呼びかけに応じて事

前に避難できるように取り組み、地域住民の安全性の向上を図ります。 

事業目標 

・県民に、お住まいの地域に応じた防災情報を提供することで、より適切な避難行動を促

進します。 

・これまでの情報収集に加え、県民から発災中の地域の「生（なま）」の情報を県の災害対

策本部で収集する仕組みを加えることで、災害対策活動を効果的に進め、被害の軽減を図

ります。 

前年度から

の変更点 

 ＳＮＳにより県民から発せられた災害情報をＡＩを活用して集約し、早期の災害対応の

実施や県民へのタイムリーな情報提供につなげる。 

事業の必要

性と期待さ

れる効果 

（１）ＡＩを活用した災害情報のマッピングによる可視化 

・ＡＩを活用して、市町職員や消防団員等から収集した発災の恐れのある状況や発災直後

の現場からの情報を分析し、マッピングすることで、災害対策活動の充実や避難情報の提

供につなげていきます。 

 

（２）ＡＩスピーカー等を活用した避難情報等の提供 

・スマートフォン操作が苦手な高齢者等でも、ＡＩスピーカー等を活用して、避難に必要

な情報を取得することなどで、避難行動を促進していきます。 

 

（３）防災情報活用推進事業 

・ＳＮＳに投稿された多種多様の情報から必要な情報をＡＩがリアルタイムに抽出するこ

とで、これまで以上に幅広い情報収集ができ、災害対応の初動を速やかに行っていきます。 

・ＳＮＳに投稿された情報を基に Twitterや LINEで危険箇所に関する注意喚起や避難を呼

びかけるなど、県民の皆さんに具体的な情報のタイムリーな提供を行っていきます。 

令和３年度事業マネジメントシート（事務事業） 
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取組概要 

（１）ＡＩを活用した災害情報のマッピングの可視化 

・消防団員等が被害情報等を写真付きで提供し、その情報をＡＩが分析し、地図上にマッ

ピングすることで、県や市町の災害対策本部で被害が可視化され、効果的な避難の呼びか

けや災害対応につなげていきます。 

 

（２）ＡＩスピーカー等を活用した避難情報等の提供 

・高齢者を含む県民がＡＩスピーカー等でお住まいの地域に応じた情報を取得できるよう

にすることで、避難行動の促進を図ります。 

 

（３）防災情報活用推進事業 

・ＳＮＳで発せられた最新の災害情報等をＡＩにより即座に集約するサービスを導入する

ことにより、県の災害対策活動の初動の迅速化、県民の皆さんへのきめ細かな情報提供な

どにより、被害の軽減や避難行動の促進につなげます。 

取組内容等 

ＡＩ技術等を活用した情報提供及び情報収集 21,050千円（11,252千円） 

（１）ＡＩを活用した災害情報のマッピングの可視化 

 ・ＡＩを活用して発災の恐れのある状況や発災直後の現場からの情報を分析し、地図上にマッピング

することで、災害対策活動の充実や効果的な避難情報の提供につなげます。   

 

（２）ＡＩスピーカー等を活用した避難情報等の提供 

・ＡＩスピーカー等を活用して、高齢者等が自ら避難行動するための防災情報や避難に関する情報を

取得することで、県民の避難行動の促進を図ります。 

 

（３）防災情報活用推進事業（新規）  1,452千円（1,452千円） 

・ＳＮＳから、ＡＩがリアルタイムに災害等の情報を抽出するサービスを活用して、災害や大規模

事故等の情報を早期にかつ幅広く把握するとともに、通常消防団や行政職員が確認を行っていない

箇所の情報や孤立地域など市町からの情報が入ってこない地域における情報を把握し、初動につな

げます。 

・把握した情報で対応が必要と考えられる情報については、必要に応じて市町等に現場確認を依頼

するなどしながら、Twitter や LINE により情報提供を行い、県民の皆さんに避難行動を促すなど、

適切な対応につなげます。 

 ［導入により可能となる具体的事例］ 

・消防団や行政職員が確認のパトロールを行う前に災害状況（土砂崩れ、道路のアンダーパスの

浸水等）を把握し、消防団や行政職員に確認を依頼し、対応を求めることができる。 

・市町からの情報が入ってこない地域における情報（孤立地域の発生、市町が機能しない程に被

害を受けた場合）を収集し、初動につなげることができる。 

・他県等の被災地支援に職員を派遣する場合に、事前に現地の状況を確認、対応を検討すること

ができる。 
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〇防災情報活用推進事業  

＜県民からの情報が収集された画面 ※イメージ＞（新） 

 

 

 

※ＳＮＳから、ＡＩがリアルタイムに災害等の情報を抽出し、災害等の情報を早期にかつ幅

広く把握することができる。 

 

＜市町職員や消防団員等からの情報がマッピングされた画面 ※イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収集された情報の件数等が表示さ

れており、アイコンをクリックする

と詳細が確認できる。 
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  担当課 防災対策部 災害対策課 

事業概要 

細事業名 防災訓練費 
区

分 
継続 

施策 112 防災・減災対策を進める体制づくり 

基本事業 11202 災害対策活動体制の充実・強化 

根拠 

（法令等） 

災害対策基本法第 48条 

三重県地域防災計画 地震・津波対策編 第２部第５章第７節 

三重県地域防災計画 風水害等対策編 第２部第５章第６節 

予

算

額

等 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

予算額      

決算額      

事業の目的 

近い将来、大規模地震の発生が予測されており、県全域が「南海トラフ地震防災対策推

進地域」、県内 16 市町が「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」の指定を受けてい

ます。 

このため、大規模地震や風水害などを想定した大規模災害発生時の応急対策、応急復旧

等に係る実践的な防災訓練を行い、県および市町、防災関係機関、地域住民が一体となっ

た防災対策の推進を図ります。 

図上訓練は、段階的かつ着実に実施し、初動期および応急期の実践的対応能力の向上を

図ります。特に出水期までに新体制による対応能力を整えます。 

実動訓練は、紀伊半島大水害から 10年の節目を迎えることから、大規模風水害をテーマ

としたワークショップ、訓練等を通して、自治体や関係機関が連携して、大規模風水害に

対して県民が身の安全を守る行動を取ることができるようにします。また、自治体、関係

機関等のより一層の連携強化を図ります。 

事業目標 

災害対策活動体制の充実・強化に向け、実動訓練については、地域の災害特性に応じた

テーマ設定、関係機関との連携強化、住民参加をふまえ、より実践的な防災訓練を実施し

ていきます。 

図上訓練については、災害対策統括部図上訓練および総合図上訓練を実施するとともに、

地方災害対策部が図上訓練を主催する能力を強化するのに必要な支援を行うことにより、

災害対策活動体制の充実・強化を図ります。 

実動訓練については、紀伊半島大水害 10年防災訓練として下記の目標で取り組みます。 

・奈良県、和歌山県、県内被災自治体の関係者等で紀伊半島大水害当時の状況やこれまで

の取組を振り返るワークショップを行い、風水害に対してどのように取り組んできたか

について共有を図るとともに、それらの成果と課題について３県連携の検討を行い、今

後の取組につなげます。 

 

令和３年度事業マネジメントシート（事務事業） 
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取組詳細 

取組概要 

毎年のように発生する風水害による被害に対応するため、県・市町・防災関係機関等が

連携した実動訓練および県災害対策本部・地方部が主催する図上訓練を通じて、実践的な

災害対応力の積み重ねを図ります。 

 

取組内容等 

 

（１）図上訓練                   516千円（516千円） 

   発災後の様々な段階と局面に応じて、機能別訓練や総合図上訓練を、市町、防災関係機関と連携し

て実施します。また、各地方部においても図上訓練を実施します。 

 

（２）紀伊半島大水害 10年プロジェクト事業費  14,731千円（14,731千円） 

    紀伊半島大水害から 10 年目の節目を迎えることから、大規模風水害に対して、県民が身の安全

・「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」（奈良県、和歌山県、三重県）に基づき、

防災拠点の共同利用など具体的な運用方法を検討し、共有します。 

・紀伊半島大水害における災害対応の「成果と課題」に対応した実動訓練を、紀伊半島大

水害 10年防災訓練として実施することで、自治体や関係機関の災害対応能力の向上を図

ります。 

・新型コロナウイルス感染症対策が必要な状況における大規模風水害への対応も、訓練の

テーマの一つとします。 

・上記のワークショップと訓練に、みえ防災・減災センター事業費で実施するシンポジウ

ム等のイベントを含めて、「紀伊半島大水害 10 年プロジェクト」として一連の事業で実

施することで、相乗効果を図ります。 

前年度から

の変更点 

風水害対応の課題解決に向けて、紀伊半島大水害で三重県とともに大きな被害を受けた

奈良県、和歌山県からの参加も得て、ワークショップや防災訓練等を開催します。 

事業の必要

性と期待さ

れる効果 

図上訓練は、職員の災害対応力を強化するとともに、県、市町、防災関係機関等の連携

強化を図るため、繰り返し実施することで、検証・改善のサイクルを深化させていく必要

があります。 

実動訓練は、紀伊半島大水害 10年防災訓練として次の効果が期待できます。 

・紀伊半島三重県内の自治体だけでなく、より甚大な被害を受けた奈良県、和歌山県とと

もに取り組むことにより、県域を跨いだ具体的な連携について進めることが可能となり

ます。 

・迅速性が求められる災害対応においては、隣接する自治体との連携が重要となるため、

３県連携の検討や訓練による検証を行うことで、より効果的な支援体制・受援体制を構

築することができます。 

・これまで訓練する機会がほとんどなかった現地災害対策本部の設置訓練を行うことで、

被災地域における情報収集や応急対策の指示、情報連絡や広報活動、地元自治体や地方

部との情報共有等の対応力を向上させることができます。 
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を守る行動を取ることができるようになることと、自治体、関係機関が県民の生命と財産を守るた

めの災害対応をより一層連携して行うことができるようになることを目的として、紀伊半島大水害

をテーマとしたワークショップ、実動訓練を実施します。 

ワークショップは、県内被災自治体だけでなく、奈良県、和歌山県の防災担当者なども交えて紀

伊半島大水害当時の状況を振り返り、それぞれの自治体が風水害対応に対してどのように取り組ん

できたのかを共有し、その成果と課題について実動訓練に盛り込む予定としています。 

実動訓練は、これまで訓練する機会がほとんどなかった現地災害対策本部の設置訓練も行うこと

としており、ワークショップと同様に奈良県、和歌山県からも参加してもらい、被災地域における

情報収集や応急対策の指示、情報連絡や広報活動、地元自治体や地方部との情報共有、救出救助や

物資輸送、医療救護等の訓練を行う予定です。 
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  担当課 防災対策部 消防・保安課 

事業概要 

細事業名 消防行政指導事業費 
区

分 
継続 

施策 112 防災・減災対策を進める体制づくり 

基本事業 11205 消防・保安対策の充実・強化 

根拠 

（法令等） 

消防組織法 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 

予

算

額

等 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

予算額      

決算額      

事業の目的 

地域防災力の向上のため、消防体制の充実とともに、消防学校と連携した消防職団員の

教育訓練等の充実強化を図ります。また、市町及び三重県消防協会等と連携し、消防団員

の確保や消防団の活性化のための取組を進め、消防団の充実強化を図ります。 

事業目標 

常備消防においては、大規模災害時には、県内消防本部間の相互応援や県外からの緊急

消防援助隊との連携が必要となることから、緊急消防援助隊ブロック訓練等への参加や消

防広域化等の支援などを通じ、消防力の強化をめざします。 

全国的に消防団員数は減少していることから、市町における機能別団員制度の導入及び

女性消防団員加入促進の取組を促進させるとともに、地域特性や消防団の実情に応じた創

意工夫ある消防団員の確保及び消防団の活性化に係る様々な取組を支援し、消防団の充実

強化をめざします。 

前年度から

の変更点 

平成 31年３月に策定した「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画」におい

て定めた連携・協力の気運の高まりをさらに促進すべき地域を特に支援し、消防の広域化

等の取組を促進します。 

事業の必要

性と期待さ

れる効果 

近年、全国において風水害等の災害により大きな被害が生じており、さらに三重県にお

いては南海トラフを震源とする大規模地震の発生も懸念されています。このような状況の

下、あらゆる災害・非常事態において、消防がその使命を果たすことが安全で安心な社会

を築く上でますます重要となっています。 

このため、常備消防については、訓練参加等を通じ県内消防本部の連携等を含め、消防

職員の資質の向上に取り組むとともに、消防の広域化等を支援することで、消防力の強化

を図ることができます。 

また、地域防災力の中核を担う消防団については、その役割が拡大し、地域住民の期待

が高まる状況にあるにもかかわらず、人口減少・少子高齢社会の進展、サラリーマン世帯

令和３年度事業マネジメントシート（事務事業） 
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取組詳細 

取組概要 

・県内の消防体制の確立を図るため、市町等に対する連絡調整及び助言、消防職員、団員

の表彰等に取り組むとともに、消防の広域化等の取組を支援します。 

・三重県消防長会に対し、緊急消防援助隊ブロック合同訓練参加に係る負担金等を支出

し、消防本部の訓練参加を支援します。 

・県内市町の消防団で構成される三重県消防協会に財政支援を行い、消防団員の確保及び

消防団の活性化の取組を支援するとともに、各市町における機能別消防団員制度の導入

及び充実強化や女性消防団員の加入促進の取組を更に促すことで、消防団の充実強化を

支援します。 

取組内容等 

 

（１）消防広域化推進事業                     5,100千円（5,100千円） 

   県が策定した「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画」（平成 31年３月策定）に基づき、

消防の広域化等の実現に向けた取組を進めている市町に対して消防広域化推進補助金（補助率１／２、

上限 5,000千円）を交付し、消防の広域化及び連携・協力の推進を図ります。 

   推進計画において、促進すべきとした地域における通信指令台の共同運用に向けた連携・協力の検

討が進みつつあることから、新指令センターのシステム検討や整備計画の策定などを行う基礎調査

業務が円滑に進むよう財政支援を行い、消防の広域化及び連携協力に向けた取組の促進を図ります。 

なお、消防の広域化及び連携協力を推進することにより、消防組織及び運用の効率化と消防力の強

化が図られるとともに、広域化及び連携協力の効果（高度な施設・設備等の整備、現場要員の増強、

現場到着時間の短縮及び応援体制の充実など）による住民サービスの向上の効果が期待できます。 

（２）消防行政指導事業費                     11,712千円（11,712千円） 

・緊急消防援助隊ブロック合同訓練への参加について、負担金を支出し、県内消防本部の訓練参加を

支援します。 

・三重県消防長会が開催する警防技術交換会に負担金を支出し、県内消防本部の連携強化に資する取

組を支援します。 

・三重県消防大会を開催し、功績のあった消防職団員の表彰等を行います。 

・三重県消防協会が実施する消防団員の確保や消防団の活性化に係る取組に対し、補助金を交付する

とともに、県も市町及び三重県消防協会と連携してこれらの取組を推進します。 

・機能別消防団員制度の導入及び充実強化や女性消防団員の加入促進に取り組む市町、消防団員が純

増した市町に対し財政支援を行い、地域特性や消防団の実情に応じた創意工夫ある取組を支援しま

す。 

の増加などにより、全国的に消防団員数は減少しています。 

そのため、地域防災の要として大きな役割を果たす消防団について、市町や三重県消防

協会と連携しながら、幅広い層を対象に消防団員の裾野を広げる取組を積極的に進めるこ

とで、消防団の充実強化を図ることができます。 
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